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１ 計画策定の背景と目的 

 

（１）背景と目的 

 国において、インフラの老朽化が急速に進展することへの対応として、平成２５年１１

月に「インフラ長寿命化基本計画」（以下「基本計画」という。）が策定され、国民の安

全・安心を確保し、中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減や予算の平

準化を図るための方向性が示されるとともに、地方公共団体の役割である行動計画も示さ

れており、平成２６年４月２２日付け総財務第７４号「公共施設等の総合的かつ計画的な

管理の推進について」で各地方公共団体に対して、インフラの維持管理・更新等を着実に

推進するための公共施設等総合管理計画の策定が要請されました。 

 全国の地方公共団体では、過去に建設された公共施設等が、これから大量更新の時期を

迎えることとなり、老朽化対策が大きな課題となっているが、その一方で、各団体の財政

は依然として厳しい状況にあると同時に、少子高齢化を迎え人口減少社会へと向かってお

り、「早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点を持って、更新・統廃合・

長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施

設等の最適な配置を実現することが必要」(総務省資料)な状況となっています。 

 このような状況を踏まえ、太田市外三町広域清掃組合（以下「本組合」という。）で

は、厳しい財政状況の中、施設の効率的・効果的な維持管理を行うとともに、維持管理計

画等の策定に取り組んできたところですが、改めて施設の現状を把握し、総合的な管理を

継続的に推進するため、太田市外三町広域清掃組合公共施設等総合管理計画（以下「本計

画」という。）を策定します。 

 

 

（２）計画の位置付け 

 本組合が管理運営するインフラに関し、維持管理、更新等を着実に推進するため、本計

画を策定し、インフラの長寿命化に向けた基本的な取組みを推進し、今後の中長期的な方

向性を示すものです。 

 

（行動計画） （行動計画） 【地方公共団体】

（個別施設計画） （個別施設計画）

（基本計画）【国】

インフラ長寿命化基本計画

太田市外三町広域清掃組合

公共施設等総合管理計画

道
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２ 計画の範囲 

 

（１）計画の対象範囲 

 本計画の対象施設は、本組合が管理運営しているインフラを構成する各施設のうち、重

要性等の観点から計画的な定期点検整備、修繕及び更新等の取組みを実施する必要性が認

められる以下の施設を対象とします。 

No. 施設分類 施設名称 

1 廃棄物処理施設 リサイクルプラザ 

2 廃棄物処理施設 クリーンプラザ 

 

 

 

（２）計画期間 

 令和３年度から令和２２年度までの２０年間とし、取組みの進捗状況及び知見の蓄積状

況等を踏まえ、また最新の施設整備計画及び個別施設計画等の情報との整合を図り、必要

に応じ適宜、計画を見直すものとします。 

 

＜計画期間＞ 

令和３年（２０２１年） ～ 令和２２年（２０４０年） 

 

 

 ・リサイクルプラザ
 ・クリーンプラザ

廃棄物処理施設

計画の対象範囲
組合財産

その他 （動産・金融資産等）

公共施設等 公共建築物
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３ 施設等の現状及び今後の見通し 

 

（１）太田市外三町の現状 

 太田市、千代田町、大泉町及び邑楽町は、群馬県の東南端に位置し、２市５町からなる

東毛広域市町村圏（太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町で構成

される広域圏）に含まれる地域である。とりわけ太田市・大泉町では、数多くの工業団地

を造成し、工業誘致を行って来た経緯があり、現在では全国でも有数の工業集積地帯を形

成しています。 

 ごみ処理については、不燃・粗大・資源ごみについては、本組合のリサイクルプラザで

処理を行っています。可燃ごみについては、これまで太田市の住民及び事業者から排出さ

れた可燃ごみについては太田市清掃センター、千代田町、大泉町及び邑楽町については、

大泉町外二町環境衛生施設組合を構成し、大泉町外二町清掃センターで可燃ごみの処理を

行っていましたが、令和３年４月よりユニバーサルデザインを導入した本組合クリーンプ

ラザ供用開始に伴い、効率的な施設運営や行政サービス維持向上を図っていく予定です。 

 しかし太田市を中心に、事業系ごみがごみ排出量に占める割合が高いことから、その発

生抑制及び再生利用の推進を図り、資源として回収する施策等を行っていくことが施設の

延命化に繋がっていくと考えられ、新施設においても可燃ごみの更なる発生回避、発生抑

制、再使用及びリサイクルの４Ｒ推進を図るとともに、適正な最終処分を行うことで、循

環型社会にふさわしい廃棄物リサイクル・処理システムの構築を目指していくことが求め

られています。 

 今後も引き続き構成市町との情報共有や連携強化を図っていくとともに、持続可能

なごみの減量化等の政策課題に優先的に取組むことが、財政負担の軽減・平準化及び効率

的かつ効果的な維持管理をするうえで必要不可欠であると考えられます。 

 

 

（２）対象施設の現状と課題 

 本組合が保有している対象施設の概要は以下のとおりです。 

No. 施設分類 施設名称 延床面積 

（m2） 

竣 工 

（代表建物） 

構 造 

（代表建物） 

1 廃棄物処理施設 リサイクルプ

ラザ 

8,191.92 平成１６年 鉄筋コンクリ

ート造 

2 廃棄物処理施設 クリーンプラ

ザ 

9,637.29 令和３年 鉄筋コンクリ

ート造 

※ 竣工年等は当該施設の代表建築物等について記載 

 

 現在、本組合が保有している対象施設は、廃棄物処理施設で不燃ごみ、粗大ごみ及び資



5 

 

源ごみを処理する「リサイクルプラザ」及び可燃ごみを処理する「クリーンプラザ」で合

計２施設です。 

 建築後の経過年数をみると、令和３年に供用開始したクリーンプラザに対し、リサイク

ルプラザは築１５年を経過し、破砕処理プラントの大規模改修及び計量システム更新を実

施した実績がある一方、今後必要に応じて設備更新や大規模改修を検討する必要があり、

施設の処理能力を維持するため、計画的に定期点検整備、修繕及び更新等を行うととも

に、長寿命化計画の策定に取り組んでいるところです。 

 

 

（３）維持管理・修繕・更新等に係る中期的な経費の見込み 

 本組合が現在管理運営している対象施設の維持管理、更新等に係る費用の縮減及び平準

化を図り、必要な予算の確保を進めていくためには、中長期的な将来の見通しを把握し、

それを一つの目安として、戦略を立案し、必要な取組みを進めていくことが重要であり、

最終的なトータルコストの縮減に繋がってきます。 

 本組合が管理運営するリサイクルプラザについて、大規模設備を有しているが、建設し

てからこれまで必要な大規模改修及び設備の更新等については、「粗破砕機の大規模修繕

及び計量システムの更新」を実施したのみであり、今後２０年間の維持管理のためには多

額の費用が必要になると見込まれています。 

 廃棄物処理施設としての機能の維持及び安全面等を確保していくには、今後の維持管理

及び更新等を含め、個別施設計画の策定を通じて保全の対象となる部位、仕様等の正確な

把握を行った上で、予防保全の考え方の導入により、長期的で計画的な対策費用を見積も

るとともに、中長期的な維持管理及び更新等のコストの見通しを推定し、必要な予算の確

保を行う必要があります。 

 しかし、本組合の歳出全般には、構成市町からの負担金を充当する必要があるため、維

持管理・更新及び大規模修繕等の経費の確保は、構成市町の財政状況に大きく左右され、

また国からの交付金等への期待が大きく不安定な要素となっており、加えて組合債への依

存も大きく、その後の償還にも負担金を充当することとなるため、経費の確保について

は、今後も厳しい状況が続いていくことが予想されます。 
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４ 施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

 「３ 施設等の現状及び今後の見通し」を踏まえ、適切な施設管理と持続可能な財政運

営の双方を達成できるよう、以下の基本的な考え方や各施設の実施方針等に基づき、施設

の総合的かつ計画的な管理を行います。 

 

（１）基本的な考え方 

① 施設の長寿命化による財政負担の軽減・平準化 

 本組合が管理運営する施設は、今後２０年間で老朽化が進み、安全性の低下や維持管

理・更新等にかかる経費の増大が懸念されます。厳しい財政状況下で必要なインフラの機

能を維持していくためには、経常的な維持管理及び修繕の計画を含め、効率的な方策を総

合的に決定し、中長期的なトータルコストの縮減や予算の平準化を図る必要があります。 

 そのためには、施設の大規模な修繕や更新をできるだけ回避することが重要であり、こ

れまでの「壊れてからの修繕（事後保全）」から、「計画的な修繕（予防保全）」への転

換を進め、施設の劣化が進行する前に、定期的な点検整備、診断を実施し施設の長寿命化

に取組み、今後も保有すべき公共施設等については、施設の長寿命化及びライフサイクル

コストの縮減を図るなど、中長期的な視点に立った計画的な維持保全に努めます。 

 

② 安全・安心の確保 

 施設は、住民や利用者等の安全・安心を確保したうえで、必要な機能を確実に発揮し続

けることが大前提です。利用状況や自然環境等に応じて、施設の劣化や損傷は進行が異な

り、その状態は刻々と変化するため、定期的な点検整備により施設の状態を正確に把握す

ることが重要です。 

 このため、点検整備の結果に基づき、必要な対策を適切な時期に着実かつ効率的・効果

的に実施するとともに、点検整備等で劣化や損傷等が認められた施設の部分については、

すみやかに修繕・改修を検討します。 

 また、これらの取組みの情報を記録し、個別施設計画への反映、次期点検整備及び診断

等に活用していきます。 

 

③ 施設の適切な配置と規模 

 今後の人口減少社会や地球温暖化の進展等の社会経済情勢の変化に伴い、インフラに求

められる役割や機能も変化していくものと考えられます。 

 このため、施設の更新等にあたっては、施設の役割や機能、将来の利用需要を十分検討

し、社会経済情勢の変化に応じた機能向上や機能転換、他の自治体との集約化を図る等、

最適な配置・規模となるよう取組みます。 
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（２）廃棄物処理施設等の管理に関する実施方針 

① 点検・診断等の実施方針 

 廃棄物処理施設については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則第５条の

規定に基づいて行う廃棄物処理施設の維持管理上必要な概ね３年に１回行う定期的な検査

（以下「精密機能検査」という。）を実施し、健全度及び機能度を診断するとともに、３

年に１回の精密機能検査を踏まえ、日常的に施設や各種設備機器等の定期点検整備を実施

します。 

 管理棟については、施設管理者又は専門業者による日常・定期点検を実施し、修繕等の

対策を適切な時期に、的確に実施できるよう、点検・診断・修繕の履歴を蓄積し、次期点

検・診断・修繕に活用していきます。 

 業務委託等の確認及び点検の実施については、職員の技術力及び人材の確保が不可欠で

あり、定期的な職場研修等により人材育成を図っていきます。 

 

② 維持管理・修繕・更新等の実施方針 

 損傷が明らかになってから修繕を行う従来型の「壊れてからの修繕（事後保全)」から

｢計画的な修繕(予防保全)」へ転換し、施設の健全な状態を維持しながら、長寿命化を図

り、ライフサイクルコストの縮減を目指します。 

 また個別施設計画に基づき、計画的な修繕・更新等を実施し、処理能力維持のための早

期対策が必要と判断される劣化や損傷等が確認された施設については、応急対策を実施し

ます。 

 今後の施設の更新等にあたっては、施設が果たしている役割や機能を再確認したうえ、

将来の利用需要を見据え、社会経済情勢の変化に応じた機能向上や機能転換、他の施設と

の集約化等について十分検討するとともに、維持管理しやすい構造とすることを検討しま

す。 

 

③ 安全確保の実施方針 

 定期点検整備等で劣化・損傷等が認められた施設については、すみやかに修繕・改修を

検討し、施設の安全・安心の確保に努めます。 

 施設の修繕等に時間を要する場合にあっては、防護柵の設置等立入禁止措置を講じ、利

用者安全の確保に十分な配慮を行います。 

 

④ 耐震化の実施方針 

 廃棄物処理施設は、住民生活の基盤を支えるものであり、災害時においても業務継続が

必要不可欠であることを踏まえ、施設の在り方や耐震化について検討します。 
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⑤ 長寿命化の実施方針 

 施設の利用上の重要性や劣化・損傷度から、組合所有施設の維持管理優先順位を定めた

うえで、本計画策定後、「廃棄物処理施設長寿命化計画策定の手引き」（平成２２年環境

省）又は「一般廃棄物処理施設機器別管理基準等検討調査委託業務報告書」（平成２２年

環境省）等も参考とした「個別施設計画」を策定し、施設の特性及び安全性・経済性等を

踏まえ、経年による機能・性能の劣化が軽微である早期段階のうちに、予防的な修繕等の

実施による機能回復や維持管理、耐震性能及び省エネルギー化等の社会的要求水準の向上

に合わせた機能向上に取組み、長寿命化を実施していきます。 

 新たなごみ焼却施設についても含めた「廃棄物処理施設長寿命化計画」を作成し、定期

点検整備・補修・精密機能検査及び更新等の履歴に基づき、随時見直しを行いながら、長

寿命化を進めていきます。 

 

⑥ 民間活力の有効利用推進方針 

 長期包括業務等により民間のもつノウハウを導入するなど、施設の整備や管理における

官民の協働により、コスト縮減やサービス水準の向上に努めます。 

 また、民間の技術、ノウハウ及び資金等を活用する有効性等も検討し、環境負荷の低減

や省エネルギーにも取組みます。 

 なお、新たなごみ焼却施設については、大規模改修も含めた長期包括的な契約により、

竣工年度の令和３年度から２０年間の運営、維持管理費の平準化を図り、民間活用による

コスト縮減及びサービス向上等の有効性を検証していきます。 

 

⑦ 統合や廃止の推進方針 

 本組合の構成市町は、「群馬県一般廃棄物処理広域化マスタープラン」（平成２９年３

月群馬県策定）において、「広域化ブロック区分」されている「太田館林ブロック」に含

まれており、現在、本組合が管理運営している廃棄物処理施設については広域化による統

合を達成している状況のため、上位計画に大幅な変更等がなければ、当面は現況の枠組み

の中で施設の管理を進めていきます。 

 

 

（３）計画の進め方 

① 総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

 本計画を推進するにあたっては、施設マネジメント統括者を定め、施設担当部署との連

携体制を構築しながら、総合的な視点で取組みを進めていきます。 

 また、個々の職員が行動計画の意義などを十分理解し、社会経済状況や組合圏域の住民

のニーズなどの変化を的確にとらえ、既存施設をいかに効率的・効果的に活用できるかと

いった創意工夫の意識を持てるよう、また目的意識を持って行動できるよう、啓発と意識

改革に努めます。 
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 さらに計画を推進していくためには、技術的な検証が必要であり、専門的技術を有する

職員を継続的に養成し、技術的手法や管理水準の見直しを的確に実施できる体制を整えて

いく必要があります。 

 

② フォローアップの実施方針 

 本計画の内容については、今後の構成市町の財政状況、社会情勢及び地域環境等の変化

に応じ、適宜見直しを行うものとします。 

 本計画の実効性を高めるため、個別施設計画により施設の維持管理、修繕、大規模改修

及び更新等を行っていく具体的な計画について定めるものとします。 

 本計画は、太田市外三町広域清掃組合議会及び正副管理者へ随時情報提供を行うととも

に、構成市町住民と情報・問題意識を共有するため、ホームページ等により情報提供を行

い、開かれた広域行政運営を目指すものとします。 
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計画改訂の履歴 

・平成２９年３月策定 

・令和３年３月（第２版）改定 

 主な改定事項 

・新たなごみ焼却施設稼働に伴う計画の改定 

１ 計画策定の背景と目的 

２ 計画の範囲 

３ 施設等の現状及び今後の見通し 

４ 施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太田市外三町広域清掃組合 公共施設等総合管理計画 

第２版 

令和３年 ３月 

 

  群馬県 太田市外三町広域清掃組合 総務課 

  〒３７３－０８４２ 群馬県太田市細谷町６０４番地１ 

  ＴＥＬ：０２７６－３３－７９８０ 

  ＦＡＸ：０２７６－３３－７９８１ 

  http://www.city.ota.gunma.jp/gyosei/0120a/risaikuru/ 

 


